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氏   名 住　所　（居　所） 個　人　番　号
基準日時点の保有株式
又は出資の数又は金額

基準日時点の
保 有 割 合

株（口）・円

（個人株主に関する情報）

別紙第四

令和　　年分　　上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書

税務署長　殿 令和  　　年 　　月　 　日
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又は出資の総数又は総額
          　株（口）・円
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【上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書】 

 

 

備 考 

１ この報告書は、法第８条の４第９項の報告書について使用すること。 

２ この報告書の記載の要領は、次による。 

⑴ 「基準日」の欄には、その支払の確定した法第８条の４第１項第１号の配当等（以下この表において「配当等」という。）の支払

に係る同号に規定する基準日を記載すること。 

⑵ 「住所（居所）」及び「個人番号」の欄には、この報告書を作成する日の現況による住所又は居所等及び行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号を記載すること。 

⑶ 「基準日時点の保有株式又は出資の数又は金額」の欄には、⑴の基準日における法第８条の４第９項の居住者又は恒久的施設を有

する非居住者の有する配当等の支払をすべき内国法人の株式（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第14項に規定する投資口を

含む。以下この表において同じ。）又は出資の数又は金額を記載すること。 

⑷ 「基準日時点の保有割合」の欄には、⑴の基準日における⑶の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する⑶の内国法人の株

式又は出資の保有割合（当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国

法人の法第８条の４第１項第１号に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合（当該割合に小数点以下１位未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。）をいう。）を記載すること。 

 


